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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二
十
三
条
の
三

（
略
）

第
二
十
三
条
の
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

５

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

て
の
第
五
十
二
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
五
十
二
条
の
二
第
一

て
の
第
五
十
二
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
五
十
二
条
の
二
第
一

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
作
業
従
事
者
（
事
業
を
行
う

四

当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働

者
が
行
う
仕
事
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
労
働

者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ

者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ

る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
換
気
装
置
の
稼
動
）

（
換
気
装
置
の
稼
動
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気

２

事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気

装
置
又
は
排
気
筒
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に

装
置
又
は
排
気
筒
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に

請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
鉛
業
務
に
従

請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者

事
す
る
間
（
労
働
者
が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
装
置

が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
装
置
を
前
項
の
厚
生
労
働

を
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
動
さ
せ
る
こ

大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
動
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮

と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
に
お
け
る
作
業
）

（
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
に
お
け
る
作
業
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
ホ
ッ
パ
ー
に
入
れ
る
作
業
を

２

事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
ホ
ッ
パ
ー
に
入
れ
る
作
業
を
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行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
の
場
所
に
粉
状
の
鉛
等
又
は

行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
の
場
所
に
粉
状
の
鉛
等
又
は

焼
結
鉱
等
が
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
で
あ
つ
て
、
当
該
場
所
に
お
い

焼
結
鉱
等
が
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
で
あ
つ
て
、
当
該
場
所
に
お
い

て
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い

て
労
働
者
以
外
の
者
が
作
業
を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に

て
同
じ
。
）
が
作
業
を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て

お
い
て
労
働
者
以
外
の
者
が
作
業
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

作
業
従
事
者
が
作
業
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
場
所
に
お
い
て
労
働
者
以
外
の
者
が
臨
時
の
作
業

だ
し
、
当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
従
事
者
が
臨
時
の
作
業
に
従
事
す
る
場
合

に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す

に
お
い
て
、
当
該
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

を
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
休
憩
室
）

（
休
憩
室
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

作
業
従
事
者
は
、
鉛
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
休
憩
室
に
入

３

鉛
業
務
に
従
事
し
た
者
は
、
第
一
項
の
休
憩
室
に
入
る
前
に
、
作
業
衣
等

る
前
に
、
作
業
衣
等
に
付
着
し
た
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
除
去
し
な
け
れ
ば

に
付
着
し
た
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
作
業
衣
等
の
保
管
設
備
）

（
作
業
衣
等
の
保
管
設
備
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
五

２

事
業
者
は
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
五

十
九
条
第
二
項
の
請
負
人
に
対
し
、
当
該
請
負
人
に
係
る
作
業
従
事
者
が
使

十
九
条
第
二
項
の
請
負
人
に
対
し
、
当
該
請
負
人
が
使
用
し
、
又
は
着
用
す

用
し
、
又
は
着
用
す
る
呼
吸
用
保
護
具
、
労
働
衛
生
保
護
衣
類
又
は
作
業
衣

る
呼
吸
用
保
護
具
、
労
働
衛
生
保
護
衣
類
又
は
作
業
衣
を
こ
れ
ら
以
外
の
衣

を
こ
れ
ら
以
外
の
衣
服
等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

服
等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、

さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
請
負
人
に
対
し
前
項
の
設
備
を
使
用
さ
せ
る
等
適

当
該
請
負
人
に
対
し
前
項
の
設
備
を
使
用
さ
せ
る
等
適
切
に
保
管
が
行
わ
れ

切
に
保
管
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
五
十
一
条

事
業
者
は
、
鉛
業
務
を
行
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
お
け
る
作
業

第
五
十
一
条

事
業
者
は
、
鉛
業
務
を
行
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
お
け
る
作
業

従
事
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

に
従
事
す
る
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇

示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方

所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以

法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
所
に
お
い
て
喫
煙
又
は
飲
食
が

外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
所
に
お
い
て
喫
煙
又
は
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禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
当
該
作
業
場
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ

飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
当
該
作
業
場
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し

ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
場
所
に
お
い
て
作
業
従
事
者
は
、
当
該
作
業
場
所
で
喫
煙
し

２

前
項
の
作
業
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
作
業
場
所
で

、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
五
十
二
条
の
三

（
略
）

第
五
十
二
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
従
事
者
（
労
働
者
を
除
く
。

４

事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を

）
に
対
し
、
当
該
場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る

除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使

必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
呼
吸
用
保
護
具
等
）

（
呼
吸
用
保
護
具
等
）

第
五
十
八
条

（
略
）

第
五
十
八
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

事
業
者
は
、
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
の
請
負
人
又
は
第
三
十

８

事
業
者
は
、
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
の
請
負
人
又
は
第
三
十

九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
作
業
従
事
者
が
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
を
使
用
す
る
と
き

九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
労
働
者
以
外
の
者
が
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
を
使
用
す
る

は
、
当
該
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
の
空
気
の
取
入
口
を
有
害
な
空
気
が
な
い
場
所
に

と
き
は
、
当
該
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
の
空
気
の
取
入
口
を
有
害
な
空
気
が
な
い
場

置
く
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
に
置
く
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

（
略
）

９

（
略
）


